
【目次】

資料４－１ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について （後期高齢者医療広域連合）

資料４－２ 健康づくりの推進 ： 健康経営マイレージ事業の効果 （全国健康保険協会 鳥取支部）

資料４－３ 第２期鳥取県国民健康保険運営方針（案）

資料４－４ 重複・多剤対策事業について （県国保保健事業）

資料４－５ 鳥取県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進状況について

資料４

そ の 他

【令和３年３月１８日令和２年度鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会資料】



No. 市町村名 人員配置 事業内容

1 鳥取市
企画調整：１名（保健師）
地域担当：２名（看護師）
※日常生活圏域4/18

【個別支援】低栄養防止、健康状態不明者対策
【通いの場】フレイルリスク把握、保健指導

2 米子市
企画調整：１名（保健師）
地域担当：１１名（保健師）
※日常生活圏域11/11

【個別支援】重症化予防（その他生活習慣病）、健
康不明者対策
【通いの場】フレイルリスク把握、保健指導

3 倉吉市
企画調整：１名（保健師）
地域担当：５名（保健師）
※日常生活圏域1/13

【個別支援】低栄養防止、重症化予防（糖尿病性腎
症）、重複頻回受診等
【通いの場】フレイルリスク把握、保健指導

4 湯梨浜町
企画調整：１名（保健師）
地域担当：３名（保健師）

【個別支援】重症化予防（その他生活習慣病）、重
複頻回受診等、健康不明者対策
【通いの場】フレイルリスク把握、保健指導

5 琴浦町
企画調整：１名（保健師）
地域担当：１名（保健師）

【個別支援】低栄養防止、重症化予防（糖尿病性腎
症、その他生活習慣病）、
重複頻回受診等、健康不明者対策
【通いの場】フレイルリスク把握、保健指導

6 南部町
企画調整：１名（保健師）
地域担当：３名（保健師２、
管理栄養士１）

【個別支援】低栄養防止、口腔機能
【通いの場】フレイルリスク把握、保健指導

7 伯耆町
企画調整：１名（保健師）
地域担当：3名（保健師１、管
理栄養士2）

【個別支援】重症化予防（糖尿病性腎症）、重複頻
回受診等
【通いの場】生活習慣病予防、フレイル予防

上記７市町に加え八頭町、三朝町、日野町の３町 合計１０市町

国は令和６年度までに全市町村での実施を目指しています

令和３年度実施予定市町村

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について

【令和３年３月１８日令和２年度鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会資料】

　　　　　　　　　鳥取県後期高齢者医療広域連合

令和２年度実施市町村

資料４－１



事業の実施方法
〇 広域連合が市町村に委託し、市町村が実施

具体的な高齢者への支援事業
〇 個別的支援＝ハイリスクアプローチ

・低栄養防止の取組に、栄養・口腔・服薬に関わる相談・指導
・重症化予防の取組に、糖尿病性腎症をはじめとした重症化予防に関わる相談・指導
・重複頻回受診者・重複服薬者の取組に、適正受診・適正服薬の促進のための訪問指導

〇 通いの場等への積極的な関与＝ポピュレーションアプローチ
 地域のサロンなど高齢者の集まりに保健師・管理栄養士が出向き、下記の事業を実施

事業の実施要件
〇 特別調整交付金交付基準
事業を実施するにあたり、企画調整を担当する医療専門職の配置が必要
・１市町村当たり企画調整従事者の人件費として 580万円が上限
（令和２年度）専任で１名
（令和３年度）日常生活圏域が11～21の市町村では２名を上限、人数を乗じた額が上限
       専任が困難な場合、要件を満たせば兼務でも差し支えない
・地域での業務として１日常生活圏域につき 人件費350万円＋その他経費50万円が上限

・把握した高齢者の状況に応じて健診や医療の受診勧奨や介護サービスの利用勧奨

・後期高齢者の質問票を活用して、フレイル状態にある高齢者を把握し、低栄養や筋力低下等
の状態に応じた保健指導や生活機能向上に向けた支援の実施。状況に応じて身長・体重・血圧
等の測定や体力測定を実施し全身状態の把握に努める。

・フレイル予防の普及啓発活動や運動・栄養・口腔等のフレイル予防などの健康教育・健康相
談を実施

・健康状態が不明な高齢者の状態把握、必要なサービスへの接続のために後期高齢者の質問票
や各種チェックリスト等により、健康状態や心身機能を把握し相談・指導を行い、必要に応じ
介護サービス医療機関への受診につなげる

 対象者は医療・介護・健診のデータが格納されているＫＤＢシステムを利用して抽出し、医
療専門職が相談・指導に当たる



機密性2

健康づくりの推進

■全国でもトップクラスの普及状況

☆協会けんぽと鳥取県でH26年から推進している「健康経営マイレージ事業」

・健康づくり宣言をした事業所 令和3年2月末時点 ２,３２８社
・被保険者数では ６万８千人 ・カバー率 ５４．４％

■生活習慣病の早期発見や重症化防止
に役立つ

☆健康づくり宣言をした事業所としていない事業所の経年変化を比較

健診受診率は「宣言あり」事業所70％前後
「宣言なし」事業所40％台半ばで、
「宣言あり」事業所の方が20％以上も高い

■一人当たり医療費の合計（入院・外来）
では年間1万円以上の差

「宣言あり」事業所と「宣言なし」事業所では
入院費・外来費ともに「宣言あり」事業所の
ほうが低い

健康経営マイレージ事業の効果は徐々に出てきており、引き続き推進していきます

「健康づくり宣言」の有無による健康度の経年変化（出典：協会けんぽ鳥取支部の健康経営比較分析）

■年間の取組状況

・健康づくり担当者研修会（令和2年度は、コロナ禍による中止） ・健康経営実践セミナー（令和3年1月に、オンライン開催）
・「スタートガイド」、「取組事例集」など、各種広報、啓発資料の配布
・取組への参加を促す文書勧奨等

【令和３年３月１８日令和２年度鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会資料】

資料４－２



第２期鳥取県国民健康保険運営方針（案）

資料４－３

Ⅰ 《国保運営方針とは》 県・市町村の国保事業運営の統一的な方針

運営方針の目次

第１章 基本的事項

第２章 国保の医療に要する費用及び財政の見通し

第３章 納付金及び標準的な保険料（税）の算定方法

第４章 保険料（税）徴収の適正な実施

第４章の２ 資格管理の適正な実施

第５章 保険給付の適正な実施

第６章 医療に要する費用の適正化の取組

第７章 市町村が担う事務の効率化の推進

第８章 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策との連携

第９章 市町村相互間の連絡調整等

【令和３年３月１８日令和２年度鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会資料】

第１章 基本的事項

１ 策定の目的
県と市町村が一体となり国保の事業を共通認識の下で実施

する。

２ 策定の根拠規定
国民健康保険法第８２条の２

３ 運営方針の対象期間
令和３年４月～令和６年３月（３年間）

４ PDCA サイクルの確立
・毎年度、県運営協議会に報告・評価
・見える化の推進
・保険料水準平準化のためのKPI設定 （地域差の解消）

８ 第１期運営方針の取組状況

（１）県全体の国保の状況
・令和元年度決算： 全体で５３６.１億円

（Ｈ３０：５５２.０億円）

（２）第１期運営方針に基づく取組の進捗状況

・平成３０年度から県も国保保健事業を実施
⇒ 鳥取県健診受診勧奨センターの運営
⇒ 糖尿病性腎症重症化予防の保健指導に係る専門家派遣事業

（３）今後の課題

・保険料水準の平準化 ・国保保健事業への取組 等

《見直しのポイント》

・第１期運営方針を見直しする視点で第２期運営方針を策定
・市町村の取組を規定
・ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルの確立
・見える化の推進

９ 主な見直し内容

・県の取組の他、市町村の取組を規定
⇒ ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルの確立
⇒ 見える化の推進

・保険者努力支援制度で評価される項目に重点的に取り組み、
財政基盤の強化

・保険料水準の平準化の取組を更に進めることとし、保険料水
準の統一を目指す。

・県全体の国保保健事業の指針である県データヘルス計画の策
定と、県と市町村の国保保健事業の見直し

１



第６章 医療に要する費用の適正化の取組

１ 取組の方向性 （新設）

（１）市町村の健康づくりへの取組評価・促進策
（２）データヘルスの推進

県データヘルス計画の策定
⇒ 県全体の国保保健事業の指針

県・市町村の取組を規定

【取組指標】

・ データヘルス計画の実施状況

（３）適正化に資する取組に対する財政支援等
２号交付金、国交付金（ヘルスアップ事業）を活用

（４）医療費適正化計画との関係

県及び市町村は、健康寿命の延伸と医療費の適正化対策を
一層推進し併せて地域差の解消に努める。

２ 健康の保持増進の推進

以下の項目ごとに、現状、県と市町村の取組を規定

（１）特定健康診査及び特定保健指導
（２）糖尿病性腎症の重症化予防
（３）その他の生活習慣病に係る重症化予防
（４）重複服薬・多剤投与対策の推進

（５）医療費通知の実施
（６）広く被保険者に対して行う予防・健康づくり
（７）たばこ対策
（８）高齢期における口腔の健康づくり
（９）高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施

【取組指標】

・ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率
・ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率
・ 糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況
・ がん検診受診率
・ 重複・多剤投与者に対する取組の実施状況
・ 医療費通知の取組の実施状況
・ 個人へのインセンティブの提供の実施状況
・ 個人への分かりやすい情報提供の実施状況
・ 禁煙支援の実施状況
・ 歯科健診の実施状況
・ 歯周疾患検診の受診率向上の状況
・ 市町村国保の視点からの高齢者保健事業と介護予防の一体

的実施の状況

《見直しのポイント》

・県医療費適正化計画では、「健康の保持増進の推進」と
「適切な医療の効率的な提供の推進」の区分で取組を規定し
ているが、第２期運営方針においてもこの区分で取組を整理
する。
・県全体の国保保健事業の指針である県データヘルス計画を
策定する。
・適正化に資する市町村の取組に対する財政支援等を行う。

３ 適切な医療の効率的な提供の推進

以下の項目ごとに、現状、県と市町村の取組を規定

（１）適正受診の推進
（２）後発医薬品の普及促進
（３）重複受診や頻回受診等に係る適正受診の指導

【取組指標】
・適正受診の普及啓発の実施状況
・後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況

・保健指導の実施状況

第７章 市町村が担う事務の効率化の推進

《見直しのポイント》

・県データヘルス計画により県と市町村の国保保健事業
の見直しをする。

１ 推進方針

２ 第１期運営方針での合意事項

別冊の別紙２のとおり。

３ 第２期運営方針で検討する項目

（１）費用対効果を考慮し、市町村事務の効率化に資する
ものを優先的に検討。

（２）事業実施の方法の考え方
県データヘルス計画で保健事業の実施方法を検討

⇒ 市町村単独実施、圏域実施、県実施、委託実施

第６章 医療に要する費用の適正化の取組（続き）

２

第８章 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策との連携

１ 保健医療サービス及び福祉サービス等との連携

他の保険（後期高齢医療、被用者保険、介護保険
等）との連携を進める。

〇県の取組
〇市町村の取組

２ 生活困窮者自立支援制度との連携 （新設）

３ 他の各種計画との整合性



 

 

重複・多剤対策事業について （県国保保健事業） 

 

 
１ 服薬情報通知 
 
  ・通知年月日： 令和３年２月２６日（金） 

・通知者数 ： ８２９人 
（６５歳以上の国保被保険者数： ５８，１５６人（通知者数の割合：１．４％）） 

  
通知対象者
の条件 

 
長期処方（処方日数１４日以上）で、２医療機関以上から合わせて６剤以上

処方された６５歳以上の国保被保険者で、次の方を除く。  
・がん、精神疾患を推測する医薬品： （該当者） ２，５７５人 

            （内訳：がん：１，３６３人、精神疾患：１，２１２人） 

・重複服薬、相互作用、慎重投与がない処方 ： （該当者） ３９０人 
・抽出日現在で国保被保険者資格を有しない方： （該当者） ２１７人   

通知対象者

の処方状況 

 
 ・剤数： ６剤～８剤 ５５７人、９剤～１１剤 ２２０人、 

１２剤～１４剤 ５２人 

・重複服薬対象者： ９９人    

・相互作用（禁忌）対象者 ５人    ・慎重投与対象者 ７１０人  
 

２ 参考 （第２期国民健康保険運営方針案３７頁（抜粋）） 

 
ア 現状  

鳥取県後期高齢者医療広域連合（以下「後期広域連合」という。）では、令和元年度から医薬品
の適正使用を促すため、重複・多剤服用者（対象者：後期高齢者医療被保険者）の状況分析を行
い、当該対象者に対し服薬情報をお知らせし、かかりつけ薬剤師・薬局制度などを利用して薬局・
医療機関に相談する事業を実施しており、その成果は以下のとおりでした。 
   

《後期広域連合の実施状況 （令和元年度）》 
 

 
通知者数 
（累計） 

 
効果測定 
対象者数 

 
削 減 
効果額 

改善人数 

区分 種類数 
削減 

重複服薬 相互作用 
（禁忌） 

慎重投与 

3,514 人 3,237 人 532,640

円 

改善数 742 人 320 人 34 人 260 人 

母数 3,237 人 593 人 44 人 2,642 人 

改善割合 22.9% 54.0% 77.3% 9.8% 
  

被保険者数：９２，８０４人（通知者数の割合：３．８％）  レセプト件数 １９２，２３８件 
 

（抽出条件） 年齢：７５歳以上  医薬品種類数：６種類以上  長期処方日数：１４日以上 
医療機関数：２以上 

（対象期間） 通知対象者抽出：平成３１年２月～令和元年５月診療分（４カ月分） 
           効果確認   ：令和元年９月～令和元年１２月診療分（４カ月分） 

（効果測定対象者数） 効果確認月の最終月にレセプトがあった者 
 

 
 

 【令和３年３月１８日令和２年度鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会資料】 
 

 
〇 重複・多剤服薬対象者の方に服薬情報をお知らせし、『かかりつけ薬剤師・薬局制度』などを 

利用して薬局・医療機関に相談することを促すため、「重複・多剤対策事業」実施している。 

（令和２年度に県が実施。効果分析は令和３年度実施予定） 
 
〇 併せて、この事業の趣旨等を広く周知するため、令和３年２月２８日（日）の日本海新聞に広

告を掲載。  （紙面は別添のとおり。）  

資料４－４ 
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鳥取県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進状況について 

                                                            
１ プログラム対象者の状況等  

鳥取県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）は、毎年度、プログラム対象者 
 のデータ分析を行い、市町村及び後期高齢者医療広域連合に情報提供していますが、その対象 
 者の状況、市町村での活用状況は次のとおりです。  

（１）プログラム対象者の状況 
市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に係るプログラム対象者の状 

況は表１のとおりですが、「ＣＫＤ重症度分類対象者」の抽出は、平成３０年度と令和元 
年度に特定健診等を受診した方のみを対象としており、特定健診等の未受診者に係るＣＫ 
Ｄ重症度分類の状況を確認できない。 
なお、特定健診等の未受診者中、治療中断者の状況は表２のとおりです。 
今後とも、特定健診等の受診率向上の取組の他、治療中断者については、医療機関への

受診勧奨への取組に御協力お願いします。  
【表１ ＣＫＤ重症度分類対象者の状況】  

 年度 市町村国保 後期高齢者医療 

（特定）健診 

受診者数・受診率 

R1 29,505 人 34.3% 20,005 人 22.9% 

H30 29,524 人 33.5% 19,652 人 22.9% 

重症度分類該当者 

の割合 

R1 3.0% 4.9% 

H30 3.1% 4.8% 

※ 市町村国保は、保険者の法定義務として「特定健診」を実施し、後期高齢者医療は、任意で 
「健康診査」を実施している。 
※ 「重症度分類該当者の割合」とは、特定健診等の受診者に占めるＣＫＤ重症度分類①から④に該 

当する者の割合をいう。 
※ 各圏域の状況は、別紙「特定健診等受診者のＣＫＤ重症度分類の状況」参照 
   

【表２ 特定健診未受診者で治療中断者の状況】 
 

 市町村国保 後期高齢者医療 

県 東部 中部 西部 県 東部 中部 西部 
R1 999 人 415 人 174 人 410 人 1,878 人 746 人 396 人 736 人 
H30 889 人 353 人 159 人 377 人 1,817 人 737 人 361 人 719 人 

 
      ・治療中断判定基準： 前年度に糖尿病レセプトが存在するが、対象年度に糖尿病レセプト 

が存在しない。  
（２）プログラム対象データの活用状況 
 

市町村 
国保 

医療機関への受診勧奨対象者の選定に活用する市町村数： １２ 
・活用しない市町村のうち、対象者の選定を民間業者に委託している市町村数 

： ４ （倉吉市、八頭町、若桜町、智頭町） 
・受診勧奨未実施市町村数： ３ （三朝町、日南町、江府町） 

保健指導の実施市町村数： １３ （医師の指示書の件数 ７４件） 
 ・未実施市町村数：６ （境港市、三朝町、大山町、日南町、日野町、江府町） 

後期高齢
者医療 

保健指導の実施は、市町村に委託しているため、市町村に情報提供済。 
保健指導の実施市町村数： ２ （医師の指示書の件数 ３件） 

 
 【令和３年３月１８日令和２年度鳥取県医療費適正化計画策定評価委員会資料】 

鳥取県糖尿病性腎症重症化予防プログラム（平成３０年１２月１７日付け鳥取県医師

会、鳥取県糖尿病対策推進会議、鳥取県三者策定）について、その推進状況を報告します。 

資料４－５ 
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２ 保健指導への専門家派遣事業の実施  
（１）令和元年度から、市町村が行う糖尿病性腎症重症化予防に係る保健指導に対する支援

を鳥取県看護協会と鳥取県栄養士会に委託実施しています。  
 派遣市町村（保健指導参加者数） 
令和元年度 湯梨浜町（１人）、伯耆町（３人） 
令和２年度 湯梨浜町（２人）、北栄町（２人） 

   
（２）令和３年度も、引き続き実施予定ですが、栄養指導のみを実施する予定。 

今後とも、この事業の円滑な実施に御協力をお願いします。  
実施市町村数：６（鳥取市、境港市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、日南町） 
保健指導参加者数： ３３人を予定  

 
３ その他  
  鳥取県糖尿病療養指導士認定機構（県から鳥取県医師会が委託を受けて運営）が、かかりつ 

け医や地域保健指導の現場で質の高い糖尿病療養指導を行えるメディカルスタッフを育成して 
いくことを目的として、鳥取県糖尿病療養指導士認定制度を設けており、様々な医療関係者が 
この資格を得ることで糖尿病患者への支援を行う人材養成を行っている。 
認定者の状況は、以下のとおり 

     
Ｒ１年度末認定者数 

１５１人 
内

訳 
保健師（４人）、看護師（４２人）、准看護師（７人）、管理栄養士（２７人） 

栄養士（１人）、薬剤師（４２人）、臨床検査技師（９人）、理学療法士（８人） 
歯科衛生士（１人）、その他の職種（１０人） 

Ｒ２年度認定試験受講

資格者数   ２６人 
内

訳 
看護師（１５人）、准看護師（２人）、管理栄養士（４人）、薬剤師（２人）、 

理学療法士（１人）、歯科衛生士（２人） 
 
  【糖尿病療養指導士認定の要件】 
 
   〇 鳥取県糖尿病療養指導士試験受験資格取得のための講習会を受講すること。 
    

  《受講資格》 
１ 看護師、保健師、助産師、准看護師、管理栄養士、栄養士、薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、 

       理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、臨床工学技士、救急救命士、 

       社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、 

       介護支援専門員（ケアマネージャー）、ホームヘルパー（訪問介護員）、臨床心理士、 

       のいずれかの資格を有する者 

 

        ※ 下線の職種：令和元年度から受講資格対象者の範囲を拡大 

 

    ２ 糖尿病療養指導の実務経験が３年以上あること。 

    ３ 日本糖尿病協会の正会員であること（研修受講決定後に加⼊も可） 

 

〇 認定試験で合格すること。 
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別紙 
 

特定健診受診者等のＣＫＤ重症度分類の状況 
 
 
 
（国民健康保険）  

   

 
   出典：鳥取県国民健康保険団体連合会 
 

【ＣＫＤ重症度分類症度分類】 
 

 
  

尿たんぱくステージ A1 A2 A3

たんぱく尿の目安 （－） （±） （＋）以上

１期 ≧90 　正常または高値 ❶ ❷

２期 60～89 　正常または軽度低下 ❶ ❷

３期 a 45～59 　軽度～中等度低下 ❶ ❷ ❸

３期 b 30～44 　中等度～高度低下 ❷ ❸ ❸

４期 15～29
　高度低下～
　糖尿病者は腎不全 ❸ ❸ ❸

５期 ＜15 　末期腎不全 ❹ ❹ ❹

病
期
ス
テ
ー
ジ

eGFR区分
（mL/分/1.73㎡）

【原疾患】
　糖尿病、高血圧、腎炎、多発性嚢包腎、腎移植、
　不明、その他

R1 29,505 人 R1 3.0%

H30 29,524 人 H30 3.1%
特定健診受診者数 重症度分類該当者の割合

R1 479 人 241 人 58 人 180 人

H30 507 人 283 人 53 人 171 人

R1 303 人 152 人 40 人 111 人

H30 283 人 146 人 22 人 115 人

R1 108 人 52 人 15 人 41 人

H30 106 人 46 人 14 人 46 人

R1 5 人 2 人 0 人 3 人

H30 3 人 0 人 1 人 2 人

R1 895 人 447 人 113 人 335 人

H30 899 人 475 人 90 人 334 人

R1 29,505 人 12,481 人 6,006 人 11,018 人

H30 29,524 人 12,687 人 5,591 人 11,246 人

R1

H30

R1

H30

　特定健診受診率
34.3%

33.5%

36.9%

37.0%

④

合　　　計

　特定健診受診者数

　CKD重症度該当者の割合

西部中部

3.0% 3.6% 1.9% 3.0%

東部

34.6%

31.2%

31.7%

31.2%

①

②

③

CKD重症度分類　（集計人数） 県

保健指導

対象外

3.1% 3.8% 1.6% 3.1%
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（後期高齢者医療制度） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：鳥取県国民健康保険団体連合会 

 
 
 
 

R1 20,005 人 R1 4.9%

H30 19,652 人 H30 4.8%
　　健康診査受診者数 重症度分類該当者の割合

R1 474 人 人 45 人 211 人

H30 454 人 199 人 52 人 203 人

R1 298 人 人 35 人 134 人

H30 286 人 131 人 22 人 133 人

R1 208 人 人 18 人 89 人

H30 200 人 94 人 16 人 90 人

R1 6 人 人 0 人 2 人

H30 2 人 1 人 0 人 1 人

R1 986 人 人 98 人 436 人

H30 942 人 425 人 90 人 427 人

R1 20,005 人 人 2,528 人 9,352 人

H30 19,652 人 7,938 人 2,405 人 9,309 人

R1

H30

R1

H30

保健指導

対象外

　CKD重症度該当者の割合

①

②

③

④

　健診受診率

4.8% 5.4% 3.7% 4.6%

4

452

8,125

5.6% 4.7%

西部

101

中部

4.9% 3.9%

218

25.2%

25.7%

22.9%

22.9%

24.5%

24.2%

14.9%

14.3%

合　　　計

  健康診査受診者数

129

CKD重症度分類　（集計人数） 県計 東部


